
Ⅴ 学 校 安 全 

 

１ 学校安全の定義 

（「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 ※H31.3 文科省改訂 2 版発行 から） 

 

（１）学校安全のねらい、領域、活動 

  学校安全は、学校保健、学校給食とともに学校健康教育の３領域の１つであり、それぞれが独

自の機能を担いつつ、相互に関連を図りながら、児童生徒等の健康や安全を確保するとともに、

生涯にわたり、自らの心身の健康を育み、安全を確保することのできる基礎的な素養を育成して

いくために一体的に取り組まれている。 

学校安全のねらいは、児童生徒等が、自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の

人や社会の安全に貢献できる資質・能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するため

の環境を整えることである。学校安全の領域としては、「生活安全」「交通安全」「災害安全（防災

と同義。以下同じ。）」の３つの領域が挙げられる。 

 

 ①「生活安全」：学校・家庭など日常生活で起こる事件・事故を取り扱う。 

         誘拐や傷害などの犯罪被害防止も含まれる。 

 ②「交通安全」：様々な交通場面における危険と安全、事故防止が含まれる。 

 ③「災害安全」：地震・津波災害、火山災害、風水（雪）害等の自然災害に加え、火災や原子力 

         災害も含まれる。 

 

加えて、近年、スマートフォンやＳＮＳの普及など児童生徒等を取り巻く環境の変化や学校を

標的とした新たな危機事象も懸念されている。学校を取り巻く危機事象は、時代や社会の変化に

伴って変わっていくものであり、従来想定されなかった新たな危機事象の出現などに応じて、学

校安全の在り方を柔軟に見直していくことが必要である。（中略） 

 

学校安全の活動は、児童生徒等が自らの行動や外部環境に存在する様々な危険を制御して、自

ら安全に行動したり、他の人や社会の安全のために貢献したりできるようにすることを目指す安

全教育と、児童生徒等を取り巻く環境を安全に整えることを目指す安全管理、そして両者の活動

を円滑に進めるための組織活動という３つの主要な活動から構成されている。 

その際、安全教育と安全管理は学校安全の両輪とされ、相互に関連付けて組織的に行う必要が

ある。 

また、安全教育と安全管理を効果的に進めるためには、校内で組織的に取り組む体制を構築す

るとともに、教職員の研修や家庭及び地域社会との密接な連携など、学校安全に関する組織活動

を円滑に進めることが極めて重要である。 

 

（２）学校における安全教育と安全管理 

① 学校における安全教育は、児童生徒等自身に、日常生活全般における安全確保のために必 

要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基

礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力を育

成することを目指して行われるものである。また、安全に配慮しつつ、児童生徒等が危険な状

況を知らせたり簡単な安全点検に関わる体験活動に取り組んだりすることは、安全教育の観点

から重要であるとともに、児童生徒等独自の視点や協力により安全管理の取組が充実すること

にもつながると考えられる。 



② 学校における安全管理は、事故の要因となる学校環境や児童生徒等の学校生活等における 

行動の危険を早期に発見し、それらを速やかに除去するとともに、万が一、事故等が発生した

場合に、適切な応急手当や安全措置ができるような体制を確立して、児童生徒等の安全の確保

を図ることを目指して行われるものである。安全管理は、児童生徒等の心身状態の管理及び

様々な生活や行動の管理からなる対人管理、さらには学校の環境の管理である対物管理から構

成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


